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記録命令付差押え[=>P3蝋サーバ

(ﾒｰﾙｻｰパ,ﾌｧｲﾙｻｰ等） サーバ管理者に命じて,サーバ内にあるデータをCD--R等に記
録又は紙|ご印刷させて差し押さえるもの。
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データ

パソコン自体の差押えX
f f： ‘jP・垂 2画

データが保存されているパソコン本体を差し押さえるもの(従前
からの差押え方法)。

＋

リモートアタセ義による複写の処分1童》P15圓
！

差押え対象伽ツョシに接続しているサーバがら被疑者が
作成したデｰﾀを同パｿｺｼ又はCD筐蒔Iご複写して差し押
さえるもの。
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被疑者使用
パソコン

宗

①

法Ⅷ@条の塁⑲処分G
《⑭の令状により執行可能(令状に本処分を記載する必要議し)》

撫髻鱸麓讓嬢識雀爵鰯誠凄一夕

、
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捜索差押許可状記録命令付差押許可状一
④
の
令
状
一

④
の
令
状

被疑者の氏名
及 び 年 齢

被疑者の氏名
及 び 年 齢

年月 日生 年月 日生

被疑者に対する

について’下記のとおり捜索及び差押えをすることを許可十る。

被騨lFlﾘ：彼疑者に対ずる ．

について,下記のとおり記録命令付差押えをすることを許可する。

艘疑事件

捜索すべき場所，
身体又は物

この欄には’記録命令の対象とする電
磁的記録(本図ではサーバ内のデー
タ)を記減する。 ’記録させ又は印刷さ

せるべき電磁的記録
芸し押さえるべき物

マニベ垂ヒ ェリ

差し押さえるべき電子
計算機に樋気通{3回
線で接続している記
録蝉体であって‘そ
の樋磁的記録を襖写 ’
すべきものの範囲

有 効 期 側

蕊鍵鱗
■ 些 望■ ■ ■ 晶f Fp z

平成 年 月 日去で

潔撚霧蝿鑿鶴
する。

随磁的記録を記録させ
又は印刷させるぺき者

有 効 期 朋 平成 年 月 日まで

有効期間経過後は，この令状により記録命令付差押えに藩手すること
ができない｡この場合には,これを当裁判所に返還しなければならない二
有効期間内であっても.記録命令付差押えの必要がなくなったときは.直
ちにこれを当裁判所に返還しなければならない。

有効期間経過後は,この令状により捜索又は差押えに藩手することがで
きない｡この場合には,これを当裁判所に返還しなければならない。
有効期間内であっても,捜索又は差押えの必要がなくなったときは.直ち
にこれを当裁判所に返還しなければならない．

平成 年 月

裁判所

載判官

日 平成 年 月

競判所

裁判官

日

馴求者の官公職氏名 剖求者の宮公識氏仏

①
の
令
状



／

／

’ | P5>P5 【令状請求書イメージ】
請求

○請求書の形式的記載事項(規1551)の確認

（画が固有の記載事項(規15510))

妃録命令付垂押許可状読求書

年 月 日

戟単l所

＠
敗判宮殿

釜宗署

司途養霧風

下記猿疑看に対する 抜疑事件につき．

妃緑命令付垂ｳ稀f可状の免付を胴求する．

記

1 撞疑巻の氏名

年 臼 自生（ 鼠〉

源壼諒憲一12記録させ又は印勵さ
－－ － ﾛ

2紀録させ又は印圃lさせるべき霊睡的肥蝿

○疎明資料の確認

| P6>P6
１
１

立件

○請求書への受付日付の表示

○令状請求事件簿への登載

○請求書への事件の符号及び番号の記載等

画一一一一ユ西江一一 一＝一一 ■三q h－

I3 ．電磁的配蝉を紀輝させ又は印刷させるべき者
一一画五一五 一~一■一

4 7日を皿える布効期間を必要とするときは‘その期間及び率由

5 日出前又Iま日没俊に行う必要があるときは．その園及び事由

6犯罪事実の要面

3 ．冠磁的配蝿を妃偉させ又は印診Iさせるべき者

’ | P7>P7審査

【令状請求事件簿】一ノ ○令状の要件の審査

| P9>P9発付

○令状記載事項の審査

（に．が固有の記載事項(法2191))
【令状イメージ】

○裁判官の押印･契印･庁印の確認

○令状請求事件簿への結果記載

○令状交付及び請求書等返還

（事件簿に令状受領者の受領印を受ける｡） １
１

、蝿:． 、::〆
｡｡粕● ■■･qop
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(令状が執行されなかった場合）
ｲ 効 ⅣI llll 私成 喉 月 Ijikで

吋効剛Ⅲ】耐勤枇l;1．この･命状'二.kり記舩如令1,1患lりえに梅下．'･ること淵8で§

“､.この遡行椹1,1,これを当限村"iに瞳画しなければならな$､、
灯鋤剛則101であってID，忍卸命令付達押え⑪必涜がなく肱匂た“Iｴ，仇易にこ
れを剴織棚砺に避遭Lな$↑血1．2ﾉとらな8，．I返還1i反蓋 ’返還令状の受領

○返還令状への受付日付印の表示 ド庇 《ド jl

鯉Yリ所

仙Y1I術

li

○令状請求事件簿への返還日等の記入
（各庁の取り決めに従い記載する｡） 鋤恭閥のW公脳Itf
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盤蝋独
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令状処理の流れ
（記録命令付差押え）

請求書の形式的事項等の確認

立件･令状請求事件簿への登載

裁判官の審査

(省略）

被疑者解

○○○○

令状

榧別

○○

薮判官

○○

誌果

発付

受領印 傭考

令状作成･点検･発付

記録命令付差押許可状

岐腿肘・の1t鍋
及 ぴ 恥齢

縦艇将に#1．りる 波疑!'f件

について．ド腿⑪と把り紀球命令付流押え御･ること鐘子働I-j-る爵

墨鍬きせXI淡脚Ijlさ

化るぺさ敢磁的把妹

記鍬させ
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’ IP'7>P17 【令状請求書イメージ】
請求

差押

捜索
検腫○請求書の形式的記載事項(規1551)の確認

（口が固有の記載事項(規15510))

鮮可状腋求害

年 月 日

、
城ﾘ所

鯉判官職

誓察署

司笙琶霊員

下記披姪電に対する

餅可挨の魂付を胴束する．

記

I 被疑君の氏名

年

2差し押さえるべき物

○疎明資料の確認

祇疑事件につき

月 日生（ 錘）

’ I P'8>P18立件 3捜索し又は挟証ずぺ宮堪所，身体若しくは物

4 7日を岨える有効期伽を必要とすると宙は，その期伽及び事由○請求書への受付日付の表示

○令状請求事件簿への登載

○請求書への事件の符号及び番号の記載等

b…･ー

5刑事

ときは
いる記

△ニーエーョー画 . －－．一一 ~ ､三一 町や

、〆 6 日出前又は日誕批に行う必要があるときは，その旨及び事由

7犯罪事実の要旨

’ | P'9>P19

且

審査

一

【令状請求事件簿】○令状の要件の審査

｜
’ | P25>P25

○令状記載事項の審査

（ロが固有の記載事項(法219Ⅱ)）

○裁判官の押印･契印･庁印の確認

○令状請求事件簿への結果記載
※複写の処分の結果記載は不要

○令状交付及び請求書等返還
＃.｡....･･： （事件簿に令状受領者の受領印を受ける｡）
： 。
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(令状が執行されなかった場合）

【令状イメージ】

捜索差押許可状

嬢暁衿の氏翁
及 ぴ 11§ 齢
嬢暁衿の氏翁
及 ぴ 11§ 齢
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捻畷聯俳妓躍瀞に瑚寸-ろ

について，F腿のとおり捜搬及び雑押えを弓l･ることを昨町する

#鱗！懲哨厨為’挫蛎1．べき崎1両，
身体又は袷

離し押さえるべき物
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絶しlii】さえるべき敵子
計算鯉に吐気通愉回
線で峻鋭している記
妹鯉作であって．そ
の芯塵的肥鍬と剛写
寸べき（』のの範Ⅲ｜
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泄気通愉回
している記
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11戒 唯 〃 「1まで

’| (返還) I(返還）
仮還令状の受領 イ『幼)Ⅷ11職過侭は．こめ令状に.世リ挫端又Iユ控押えに稲､f十ることがで

さないムニの塁}合には.,二れを勤殿111所に迩迩L・な;ﾅればならない”
イ『鋤1W川内であっても．仙搬又は鋤'1'えの必擬がたくなったときは,血ら
に二れを凶;限､i1両に篭遭しな8.jればならない”○返還令状への受付日付印の表示
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○令状請求事件簿への返還日等の記入
（各庁の取り決めに従い記載する｡）
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令状処理の流れ-
(電気通信回線で接続している記録媒体からの電磁的
複写の処分(リモートｱｸｾｽによる複写の処分)を伴う菫譲) I

請求書の形式的事項等の確認

立件"令状請求事件簿への登載

裁判官の審査

(省略）

被疑者等

OOOO

令状

種別

○○

裁判官

○○

結果

発付

受例印 傭考

令状作成･点検･発付


